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流通確認業務サービスのご案内
（実務者用／案）

令和６年５月17日
流通確認業務サービスに関する事務所向け説明会用

全軽 総務課
資料2-2

全軽 総務課
新規スタンプ
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軽自動車の不正流通防止対策 [ 軽自動車流通確認 ] の継続

軽自動車 普通・小型自動車

運行に必要な手続 検査 検査・登録

所有権の公証 なし
（それ故に印鑑証明及び実印が不要）

有り
（それ故に印鑑証明及び実印が必要）

ナンバープレート 車両番号標
（封印なし）

登録番号標
（封印有り）

軽自動車には、普通・小型自動車と異なり、「登録」という国による所有権の公証制度がなく、販
売店やファイナンス会社が軽自動車の割賦販売によって、所有権を留保している場合でも、名義変更
等の手続きについて、法令上は、所有者の印鑑証明書を提出する必要がないことから、所有者の申請
の同意の有無を何らかの方法で確認しなければ、偽署名を使った書類の提出であっても、車検証上の
所有者名義等を変更することが可能となってしまいます。

全軽自協は昭和42年の発足以来、全国の事務所で実施する「所有者承諾書」や「返納確認書」を
使用した、所有者の印影確認による流通確認により、所有者の同意の無い名義変更等の手続きを所有
者の皆様とともに未然に防いでまいりました。この取り組みは、軽自動車制度にとっても必要不可欠
なものであり、今後も継続していく必要があります。

また、従来から業界独自の流通確認により不正流通の防止が図られてきたことで、現在においても
軽自動車は登録車（普通・小型自動車）の取り扱いとは、手続き上も明確に区別されており、軽自動
車制度の維持にも貢献している取り組みでもあると考えています。

軽自動車
所有者承諾書

軽自動車
検査証返納確認書



3

検査証の電子化の影響（軽自動車は2024年１月より交付開始）

2023年１月より登録車の検査証が電子化され、軽自動車も2024年１月より自動車検査証が電子
化（電子車検証の交付）されました。

電子車検証は券面表示項目から所有者欄がなくなり、検査証の目視だけでは所有者が誰なのか分か
らないため、所有者承諾書に記名及び押印があったとしても、所有権が留保された（流通確認を実施
する必要がある）車両であるか判別できなくなります。

電子検査証のＩＣタグを読み取り、所有者を確認することは可能ですが、事務所では提出された全
ての電子検査証のＩＣタグを読み取る必要があり、作業の負担及び時間が増大することから、従来の
所有者承諾書等の印影確認での流通確認業務を継続することは困難となります。

セキュリティ
コード入力

①

②

車検証情報
（現行車検証と同等の情報）



4

システム化の基本的な考え方について

全国で「申請窓口業務の協力」を行っている全軽自協の強みや「検査情報提供サービ
ス」を最大限活用し、軽自動車流通確認をシステム化し、以下を実現することを目指しま
した。

１．これまで印鑑登録事業者として「軽自動車流通確認」に賛同し、参加されて
きた所有者の皆様のニーズに引き続き対応するため、所有者の同意が無い手
続きについて、これまでと同様に未然に防ぐことが可能な仕組みとする。

２．書類への押印に替えて流通確認をシステム化することにより、所有者による
押印・書類発送・在庫管理等の業務負荷を極力減らす仕組みとする。

３．システム構築に伴う利用料等による所有者のコスト負担増も想定されるが、
所有者の押印・書類発送等の業務負荷軽減によるコスト削減に加え、新たな
機能やサービスによって付加価値を高め、所有者が満足できる仕組みとする。

４．付加価値の向上と当会窓口の業務円滑化を図ることにより、流通確認に賛同
する事業者の新規受け入れが制限なく可能となり、軽自動車業界の安心・安
全を向上させる。
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流通確認業務サービス概略図

【軽自動車の使用者】

① 流通確認業務サービスの説明、
流通確認及び情報提供システ
ムの申込書類等の受付・対応

①契約
締結

(割賦)

② 留保車両情報の
閲覧・承諾情報更新
（所有権解除等）

②契約終了
(完済)

③ 申請書類の提出

所有権留保車両の情報
流通確認業務システム

所有権
留保車両

申請書類
（車検証等）

車検証

【全国の全軽自協事務所】

ＱＲコードリーダー

③ 承諾情報の
照会・結果案内

① 所有権留保車両の
検査情報の取得・更新

【軽検協】

② 情報提供サービス
の申込手続き

【全軽自協本部】

情報提供
システム

【情報提供機関】

【管轄の全軽自協事務所】

① 請求書の送信

② 支払（口座振替）

登録所有者
の管理

２番窓口

④ 所有権解除の申請

解除不可の場合は
所有者連絡を依頼

④ 留保車両の検査
情報の更新結果等

解除OK

お金の流れ ①～②

申込関連書類の流れ ①～② 使用者の動きの流れ ①～④

流通確認業務ｼｽﾃﾑの情報の流れ ①～④

【登録所有者】

○
○
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

リアルタイム反映
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パターン①：所有者名義 がディーラーの場合

パターン②：所有者名義 が信販会社の場合

所
有
者
変
更

所有者承諾書、
申請書類等を送付

受領

所有者承諾書、
申請書類等を作成

受領

所有者承諾書、
申請書類等を送付

所有者承諾書、
申請書類等を作成

変更したい旨を連絡

受領

受領

変更したい旨を連絡

ディーラー 信販会社使用者 全軽自協事務所

使用者から申し出が
あった旨を連絡 受領

変更を承認受領

所有者承諾書
の販売

受領

受領

申請手続きへ

現在は、事前に所有者承諾書（紙）を購入いただき、使用者からの検査証の変更希望があった都度、
個別に所有者承諾書に記載・押印し、使用者へ書類送付する作業が必要となっています。

現在の所有者承諾書の流れ（使用者～所有者間）1-1
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システム化後は、システム内にある留保車両情報に対し、承諾する手続きの種類を指定する（承諾
情報の登録）だけで流通確認に関する使用者への対応は終了します。

リアルタイム
反映

システム化後の情報の流れ（使用者～所有者間）1-2
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No. 承諾フラグの種類 所有権留保中の手続き（No.2～14のフラグ）に対する機能

１ 所有権解除 (全ての手続きを受け付けます) 変更指定欄 デフォルト設定 車両毎の変更

２ 所有権留保 中古新規検査 フラグ毎に、承諾の
際の条件（制限や指
定）の表現が可能な欄
を設けます。
社内での変更等に対

する取り扱いを反映す
ることが可能です。

例）
No.7「使用者住所変

更」に、承諾フラグを立
て、変更指定欄に「県
内移転のみ承諾」と記
載した場合
→ 申請が県内の住

所変更でない場合、窓
口は所有者への連絡
を案内。（申請を止め
ます。）

フラグ設定に対する
会社全体の取り扱いを
決定し、デフォルト設
定をすると、留保車両
情報をシステムに登録
する際に、自動的に当
該フラグを登録します。
（変更指定欄含む）

車両毎でデフォルト
設定以外のフラグ（変
更指定欄含む）にも変
更可能となっておりま
す。

デフォルト設定以外
のフラグ等に変更した
場合、原則として「期限
付き機能」となってお
り、期限は、「デフォル
ト設定とは異なるフラ
グ等に最後に変更した
日の翌月末」までとし、
期限経過後はデフォル
ト設定に戻ります。（期
限までに申請手続きを
終えるイメージ）

３ 自動車検査証記入申請 所有者氏名変更

４ 所有者住所変更

５ 使用者氏名変更

６ 使用者氏名変更（同一人物の変更）

７ 使用者住所変更

８ 車両番号変更

９ 使用本拠位置変更

１０ 自動車検査証返納届出 一時使用中止

１１ 解体・滅失・用途廃止・輸出

１２ 自動車検査証返納後の
申請・届出

解体・滅失・用途廃止・輸出

１３ 所有者変更記録（氏名変更）

１４ 所有者変更記録（住所変更）

システムに登録されている車両情報に対して、承諾する申請内容（承諾情報）を登録することによ
り、事務所（窓口）における使用者からの申請手続きの受付対応の指示が可能となります。

承諾情報の登録方法は、車両毎に以下の申請種類別の「承諾フラグ」に対し、チェックを入れるこ
とにより実施します。また、「承諾フラグ」に対する機能として、承諾の際の条件などの伝達が可能
な変更指定欄、システムに登録される車両に対して共通の「承諾フラグ」を設定可能なデフォルト設
定などの機能があります。

車両情報に対する承諾情報の登録２
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所有者の方が、申請前に
ご案内があるようですので
この紙の連絡先に連絡を
お願いいたします。

承諾フラグ更新

再検索

リアルタイム反映

手続き
終わった!

再度窓口に書類を
提出すると…

全軽窓口

使用者登録所有者全軽窓口

全軽窓口

使用者

①

② ④③

⑤

フラグなし
or

No.2～14

承諾されて
ない申請

ご連絡ありがと
うございます！
ご契約をお調べ
いたします。

対応完了後

従来の紙の郵送不要
承諾作業はシステムに即反映

お待たせしません！

事務所窓口における対応について（通常）

全軽自協の事務所窓口は、承諾フラグの登録状況に沿って対応をします。所有権解除の承諾フラグ
にチェックがある場合は全ての申請を受理しますが、それ以外は承諾フラグの内容等を確認し、承諾
されていない内容の申請であった場合は「所有者へのご連絡」を使用者に案内いたします。

3-1



10全軽窓口 使用者全軽窓口

全軽窓口

使用者

所有者

連絡つかず…

定休日

回答できる担当
者がいない

連絡先に
繋がらない

使用者

なんで申請でき
ないの？！

今回は特別に承りま
すが、後日、所有者
からご連絡が入る場
合がありますのでご
了承ください。

緊急受付
実施

必要があれば
使用者にご連絡

不在の間にお客様が手
続きにいらしたようだ
が緊急受付となったよ
うだ…

①

②

④

③ ⑤ ⑥

所有者

所有者の方が、申請前に
ご案内があるようですので
この紙の連絡先に連絡を
お願いいたします。

申請完了

事務所窓口における対応について（緊急受付）

現在でも、申請時の所有者承諾書の添付要請について、納得いただけず提出者とトラブルとなるこ
とがあります。軽自動車流通確認は法令に定めのない自主的な取り組みであるため、使用者からの申
請受理の要請があった場合は、法令等に基づき、申請を拒むことができません。業務サービスでは、
そのような場合、以下のようにシステムを通じて速やかに通知します。

3-2

リアルタイム反映
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流通確認業務は、正確な情報のもとで実施できなければ適正な対応ができません。不確かな情報に
よって誤った対応をすれば、不正流通を防止することはできません。そのため、システム化において
は、以下のサービスを利用して、正確な情報を取得し運用します。

「軽自動車検査情報提供サービス」

承認情報提供機関が、軽自動車検査協会から提供を受けた軽自動車検査情
報を元に、検査情報を請求する利用者に対し、情報を提供するサービスです。

このサービスを利用すると、検索により自社が所有権を留保している以下
の車両情報の提供を受けることが可能です。

① 保有車両情報（現在記録）
② 申請により当日更新された車両情報（更新情報、翌運用日に提供）

検査情報提供サービスと流通確認業務システムの組み合わせにより、以下が可能となります

最新の検査情報に基づいた車両管理 システムには日々、検査情報が追加・更新され、最新が表示されます。

自社名義車両の車両管理 申込時に「使用者・所有者が同一」を選択すると、自社全ての車両が管理できます。

検査情報と自社の管理情報の突合 登録車両のcsv一括出力機能により、外部情報との突合が可能です。

車両の検査情報の更新履歴管理 日々提供された検査情報は、履歴としてcsv出力が可能です。（継続除く）

所有権解除予定車両の申請結果管理 所有権解除の申請がされた場合でも、所有者ではなくなった旨の通知がされます。

留保車両情報の取得 ～軽自動車検査情報提供サービスの利用～４

◆当会の業務サービスは、上記サービスの利用が必要となります。申込手続きは全軽自協が代わって行いますが、申込に必要な書類を提
出していただく必要があります。なお、情報提供サービスの利用ができない場合は、当会の流通確認業務サービスもご利用できません。
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初
回
自
動
登
録

全軽自協事務所 軽検協 流通確認業務
システム全軽自協本部登録所有者 情報提供用

システム

所有者判別条件表
で統計／初期抽出

統計／初期
抽出データ送信受信

日
々
の
自
動
登
録
・
更
新

流通確認業務ｼｽﾃﾑ
の利用開始

所有者判別条件表
でジャーナル抽出

ジャーナル抽出
データ送信受信

DB登録・更新

通知を確認 車両情報の
追加更新の通知

所有権留保車両の情報は、条件検索による「自動登録」が基本となり、対象車両は利用申込の際に
提出いただく「所有者判別条件表」によって検索されます。

また、何らかの原因により所有権留保車両が自動登録されなかった場合を想定し、臨時の登録方法
として「手入力・CSVアップロード形式」での手動登録が可能となります。

基
本
の
登
録
方
法

臨
時 手入力 ・ CSVアップロー ド形式

DB登録

留保車両情報の登録 ～ 検索による自動登録 ～5-1
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検査情報不 整合車両が発生し た場合

全軽自協事務所 軽検協 流通確認業務
システム全軽自協本部登録所有者 外部メール送信

サービス

受信複数件検索
依頼

手入力・CSVで
車両情報を登録 対象車両登録

複数件検索

複数件検索
結果送信

複数件検索
結果取込

車両情報を修正
又は削除

検査情報不整合
車両更新又は削除

更新を行った場合
複数件検索を再度実施
そのままの場合は
一定期間経過後削除

情報提供用
システム

車両を検索 対象車両検索

車両の詳細を確認 対象車両照会

メール送信依頼

検査情報不整合
車両発生通知
メール受信

検査情報不整合
車両発生通知
メール送信

手動登録の場合でも、情報提供サービスを利用し正確な情報を取得し登録します。

検査情報
と突合

窓口は
仮登録車両として
流通確認を実施

留保車両情報の登録 ～ 手動の登録方法 ～5-2

該当車両があっ
た場合はここで
登録され完了
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2つの書類の発行機能 ～ 正確なご案内のための機能 ～６

【全軽→使用者】

① 所有者連絡依頼書

発行者
全軽自協（登録所有者から委託
を受けている旨も明記）

交付先
使用者（申請代理人の場合も渡
す想定）

出力
タイミ
ング

流通確認の結果、承諾していな
い申請の場合に出力可能

目 的

使用者等に対し、申請について
所有者から承諾を得る必要があ
る旨を口頭での案内のみとせず、
紙による案内にすることにより、
円滑な対応が可能となる。

表示
項目

車両番号、車台番号、登録所有者
情報（登録電話番号等）、登録所
有者が自由入力可能な備考欄
（全車両共通内容）、発行日

発行
形式

紙（A4サイズ）

【所有者→使用者】

② 所有者変更承諾通知書

発行者 登録所有者

交付先 使用者

出力
タイミ
ング

「所有権解除」の承諾フラグを立
てると出力可能

目 的

現在の所有者承諾書（紙）の流
通が無くなるため、使用者に対し
て「当該車両について所有権解
除を承諾している」という参考書
類として発行。（発行は任意）

表示
項目

車両番号、車台番号、登録所有
者情報（登録電話番号等）、登録
所有者が自由入力可能な備考欄
（全車両共通内容）、発行日

発行
形式

PDF（パスワード付）

使用者に対して適切な案内を行えるよう、２種類の書類発行機能を設けました。①は、全軽窓口に
来所した際に、申請手続きの承諾を得ていない使用者に対して発行するもの、②は、所有権解除を承
諾した車両の使用者に対し、その承諾の意志を書類（PDF）化できるようにいたしました。
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所 有 者
アカウント

各アカウントの業務・権限
利 用 形 態

利用状況・環境 動 作 環 境 機 器

管理者 会社全体の情報・設定管理 ・インターネット使用
・場所の制限なし
・クライアント証明書
が必要（全軽発行）

・ＯＳ
Windows10、Windows11

・ブラウザー
Microsoft Edge

・推奨解像度
1,920×1,080 以上

登録所有者のＰＣ

承認者 業務等の実施（フラグ更新の承認可能） 利用時間

担当者 業務等の実施（フラグ更新は承認要） 全日 8:00～22:00 
※年末年始、臨時メン

テナンス時除く
参照者 承諾フラグ等の参照のみ

料金、利用開始時期および利用環境等について7

利用開始時期 令和７(2025)年７月予定

申 込 期 間 第一次締め切り 令和６(2024)年11月を予定

申 込 先 [印鑑登録事業者] 印鑑票を提出している全軽自協・事務所
[新たに参加希望] 最寄りの全軽自協・事務所にお問い合わせいただき、その後に管轄事務所をご案内します。

申込様式・資
料の配布時期 令和６(2024)年６月頃に配布予定

システム等の
問い合わせ先 一般社団法人全国軽自動車協会連合会（四輪事業課） ℡ 03-5472-7861 ㈹

料 金 流通確認業務サービス料金表（別紙）をご確認ください。

支 払 方 法 口座振替（毎月）
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